
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

組

織

犯

罪

対

策

第

二

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

課

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

○

猟

銃

の

操

作

及

び

射

撃

の

技

能

に

関

す

る

講

習

生

活

安

全

企

画

課

の

実

施

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成３０年３月３０日 号 外



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

）

、

。

等
の
名
称
等
の
制
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

平
成
三
十
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
公
安
委
員
会
の
部
岡
山
県
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

岡
山
県
暴
力
団

暴
力
団
構
成
員

公
益
財

公
益
財
団
法
人
岡
山

公
益
財
団
法
人
岡
山

離
脱
者
受
入
事

の
暴
力
団
か
ら

団
法
人

県
暴
力
追
放
運
動
推

県
暴
力
追
放
運
動
推

業
所
損
害
補
償

の
離
脱
及
び
社

岡
山
県

進
セ
ン
タ
ー
が
行
う

進
セ
ン
タ
ー
が
支
給

事
業
補
助
金

会
復
帰
の
促
進

暴
力
追

暴
力
団
離
脱
者
受
入

す
る
損
害
補
償
金
の

。

、

放
運
動

事
業
所
損
害
補
償
事

二
分
の
一

た
だ
し

推
進
セ

業

五
十
万
円
を
限
度
と

ン
タ
ー

す
る
。

平成３０年３月３０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
を
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

使
用
銃
種

散
弾
銃

二

講
習
の
日
時
及
び
場
所

１

ト
ラ
ッ
プ
射
撃
（
ト
ラ
ッ
プ
か
ら
射
撃
線
ま
で
の
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も
の
を
い

う

）
。

日

時

場

所

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一
－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
二
十
六
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
七
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平成３０年３月３０日　岡山県公報　号外



平
成
三
十
年
五
月
十
四
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
五
月
十
六
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
四
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
一
日
（
金
）

午
後
一
時

平
成
三
十
年
六
月
四
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
六
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
十
一
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場
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平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
五
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

２

フ
ィ
ー
ル
ド
ト
ラ
ッ
プ
射
撃
（
ト
ラ
ッ
プ
か
ら
射
撃
線
ま
で
の
距
離
が
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も

の
を
い
う

）
。

日

時

場

所

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日
（
水
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
四
月
十
八
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日
（
水
）

午
前
九
時
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平
成
三
十
年
五
月
七
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
九
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
十
六
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
四
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
六
日
（
水
）

午
前
九
時
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平
成
三
十
年
六
月
十
一
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
十
三
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
五
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
（
水
）

午
前
九
時

３

ス
キ
ー
ト
射
撃
（
ク
レ
ー
が
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
の
上
方
を
通
過
す
る
よ
う
に
発
射
さ
れ
る
も
の

を
い
う

）
。

日

時

場

所

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九
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午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
二
十
六
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
四
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
五
月
十
一
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
五
月
十
六
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
十
八
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
四
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九
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午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
一
日
（
金
）

午
後
一
時

平
成
三
十
年
六
月
一
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
六
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
八
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

２

提
出
先
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住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
実
施
日
の
七
日
前

そ
の
日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

平

（

（

成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
休

日
の
直
後
に
お
け
る
県
の
休
日
で
な
い
日
）

四

受
講
手
数
料

一
万
二
千
三
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

五

そ
の
他

１

各
講
習
の
受
講
定
員
は
、
お
お
む
ね
五
人
と
す
る
。

２

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

３

講
習
修
了
証
明
書
は
、
受
講
申
込
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
後
日
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
を
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

使
用
銃
種

ラ
イ
フ
ル
銃

二

講
習
の
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

平
成
三
十
年
四
月
十
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
十
日
（
火
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
一
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
八
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
八
日
（
火
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六
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午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
五
月
二
十
二
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
五
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
五
日
（
火
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）

午
前
九
時

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
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３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
実
施
日
の
七
日
前

四

受
講
手
数
料

一
万
二
千
三
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

五

そ
の
他

１

各
講
習
の
受
講
定
員
は
、
お
お
む
ね
五
人
と
す
る
。

２

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

３

講
習
修
了
証
明
書
は
、
受
講
申
込
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
後
日
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
。
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